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本日のテーマ



テーマ１
派遣労働者の同一労働同一賃金について



4

■ 派遣労働者の同一労働同一賃金については、派遣元事業主に対し「派遣先均等・
均衡方式」又は「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式による公正な待遇の確保
を義務づけている（令和２年４月施行）

(※）「派遣先均等・均衡方式」 派遣先の通常の労働者を比べて、派遣労働者の待遇を確保
「労使協定方式」 一定の要件を満たす派遣元の労使協定により、派遣労働者の待遇を確保

■ 派遣元が「派遣先均等・均衡方式」を選択している場合には、派遣先は「比較対象労働
者」の情報を派遣元に提供することが必要（法律上の義務）

(※）派遣元が「労使協定方式」を選択する場合は、派遣先は「業務の遂行に必要な能力を付与するための教育
訓練」と「福利厚生施設（給食施設、更衣室、休憩室）」の待遇のみ情報提供が必要
（比較対象労働者の情報提供は不要）

派遣労働者の同一労働同一賃金のおさらい

派遣先の通常の労働者



テーマ２
比較対象労働者の情報提供の基本的知識



２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識

■ 派遣先均等・均衡方式 ■ 労使協定方式
派遣先の労働者（比較対象労働者） 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練

福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）

Point
派遣元の待遇決定方式により、
提供する待遇情報が異なる

概要



比較の対象となる労働者の「選び方」

① 職務の内容＋人材活用の仕組
が同じ通常の労働者

② 職務の内容（業務の内容＋責任
の程度）が同じ通常の労働者

③ 業務の内容o r責任の程度
が同じ通常の労働者

④ 人材活用の仕組が
同じ通常の労働者

⑤ ①～④までに相当する

短時間・有期雇用労働者

⑥仮想の通常の労働者

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識



比較の対象となる労働者の「選び方」

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識

情報提供



比較の対象となる労働者の「選び方」

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識



「職務の内容」が同じか否かの判断

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識



「人材活用の仕組み」（職務内容及び配置の変更の範囲）が同じか否かの判断

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識



比較の対象となる労働者の「選び方」

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識



比較の対象となる労働者の「選び方」

（例）③ 業務の内容が同じ通常の労働者

プログラマー

Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん Ｆさん

派遣労働者（プログラマー）

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識

派
遣
先
の
通
常
の
労
働
者



比較の対象となる労働者の「選び方」

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識

待遇情報

一人の労働者
※個人情報に留意

派
遣
先
の
通
常
の
労
働
者



比較の対象となる労働者の「選び方」

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識

待遇情報

複数人の労働者

平均値など

派
遣
先
の
通
常
の
労
働
者



比較の対象となる労働者の「選び方」

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識

待遇情報

Ａさん（過去１年以内に雇用していた者）

過去１年以内に雇用
していた人



比較の対象となる労働者の「選び方」

２ 比較対象労働者の情報提供の基本的知識

【標準的なモデル】
・プログラマー
・新卒採用５年目
・B評価

待遇情報

標準的なモデル

Ａさん

個人情報などに配慮



テーマ３
具体的な記載方法を見ていこう



書面の交付、ファクシミリ、
電子メールなど

提供方法

３ 具体的な記載方法を見ていこう



３ 具体的な記載方法を見ていこう

書面の記載例



３ 具体的な記載方法を見ていこう

書面の記載例

【Point】
■ 待遇の内容だけでなく、その待
遇の性質や目的、待遇決定に当
たって考慮した事項も記載

■ より具体的に記載すると、派遣
元は検討しやすい



３ 具体的な記載方法を見ていこう

書面の記載例

【Point】
主な待遇がない場合は、表形式でなく、
制度がない個々の待遇をまとめて記載
することでも可能

【Point】
主な待遇について、それぞれ記載。
主な待遇がない場合は、その旨を記
載することが必要

※主な待遇
基本給、昇給、賞与、各種手当（「役職手当」、「特殊作
業手当」、「特殊勤務手当」、「精皆勤手当」、「時間外
労働に対して支給される手当」、「深夜労働又は休日労働
に対して支給される手当」、「通勤手当及び出張旅費」、
「食事手当」、「単身赴任手当」、「地域手当」、「福利
厚生施設」、「転勤者用住宅」、「慶弔休暇並びに健康診
断に伴う勤務免除及び有給の保障」、「病気休職」、「法
定外の有給の休暇その他の法定外の休暇」、「教育訓練」
及び「安全管理に関する措置及び給付」）、退職手当、住
宅手当及び家族手当を指す。



３ 具体的な記載方法を見ていこう

書面の記載例

【Point】
扶養家族の人数に応じて支給される
家族手当等、機械的に計算・適用が
なされる待遇であって、扶養家族の
人数などの計算・適用の前提となる
実態が異なるものについては、待遇
の実施基準が提供されることが必要



テーマ４
その他の留意点



４ その他の留意点

比較対象労働者
の情報提供

契約期間② 契約期間③

契約更新 契約更新

待遇情報

契約期間①

契約

？ ？

問 労働者派遣契約の更新も法第26条第7項の「労働者派遣契約を締結するに当たって」に該当し、改めて比較対象労働
者の情報提供が必要なのか。

答 貴見のとおり。ただし、比較対象労働者及びその待遇に関する情報に変更がない場合には、更新時に改めて同一の情報を
提供する必要はなく、「令和○年○月○日付けの情報提供から変更がない」旨を書面の交付若しくはファクシミリを利用して
する送信又は電子メール等の送信をすることにより、派遣先から派遣元事業主に提供することで差し支えない。

契約更新

派遣先均等・均衡方式に関するQ＆A 令和元年12月26日公表



４ その他の留意点

法30条の３と比較対象労働者について

派遣先に雇用される全ての通常の労
働者との間で、不合理な待遇差の解
消が求められる

Point



４ その他の留意点

法30条の３と比較対象労働者について

通
常
の
労
働
者
な
し

派遣先に雇用される通常の労働者が
いない場合は、比較対象労働者の情
報提供は不要

Point



待遇決定方式の選択については、派遣労働者の納得感や雇用の安定、キャリア形成等を考慮
しながら、派遣労働者の就業の実態をよく知る派遣元事業主の労使に委ねられているもの。
このため、派遣先が「労使協定方式を採用する」等を派遣元事業主に通知し、受け入れ予定

の派遣労働者の待遇決定方式を一方的に限定することは、改正労働者派遣法の趣旨に反し、
適当ではない。
また、待遇を引き下げることを目的としている場合は、改正労働者派遣法の趣旨に反するもの

であり、適当ではない。

派遣元

or

４ その他の留意点

待遇決定方式の働きかけ

派遣先均等・
均衡方式

労使協定方式

「労使協定方式の採用する派遣元
事業主としか契約しない」

派遣先



４ その他の留意点

比較の対象となる労働者を提供しなかった場合

派遣元

法第26条第９項違反

派遣先

法第26条第７項違反
労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者派遣契
約を締結するに当たっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定
めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較
対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を
提供しなければならない。

派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から第七項の規定に
よる情報の提供がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者
が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。



４ その他の留意点

その他のルール

(1) 変更時の情報提供の内容

派遣元は、派遣先から変更時の情報提供をもとに、比較対象労働者の待遇等に関する情報の変更があった時点

から、派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保することが必要。

→ 「労働者派遣契約前に提供した情報のうち変更があった内容」＋「変更が生じた時点」を情報提供。

(2) 情報提供に関する手続き

・ 書面の交付等（書面の交付、ファクシミリ、電子メール等）により情報提供。

・ 書面等（派遣元）、書面等の写し（派遣先）を、労働者派遣が終了した日から３年を経過する日まで保存。

(3) 変更時の情報提供が不要な場合

次の場合には、比較対象労働者の待遇等に関する情報に変更があった場合で、変更時の情報提供は不要。

① 現に派遣されている派遣労働者が労使協定方式の対象となる者のみである場合

→ 法第40条第２項の教育訓練及び法第40条第３項の福利厚生施設を除き、変更情報の提供は不要。

ただし、新たに派遣先均等・均衡方式の対象者が含まれることとなったときは、遅滞なく、変更時の情報提供が必要。

② 労働者派遣契約の終了の間際における軽微な変更が生じた場合

・ 労働者派遣契約が終了する日前１週間以内における変更であって、

・ 当該変更を踏まえて派遣労働者の待遇を変更しなくても、法第30条の３（派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待

遇の確保）の規定に違反しないものであり、

・ かつ、当該変更情報の提供を要しないものとして労働者派遣契約で定めた範囲を超えないものが生じた場合

には、変更時の情報提供は不要。



４ その他の留意点

その他のルール

(4) 待遇情報の取扱い
派遣先から派遣元に提供された情報の取扱いについては、次の事項に留意する必要がある。

① 個人情報に該当するものの保管又は使用 → 均等・均衡待遇の確保等の目的の範囲に限られる。

② 個人情報に該当しないものの保管又は使用 → 均等・均衡待遇の確保等の目的の範囲に限定す
る等適切な対応が必要。

（適切な対応として、この他、保存義務経過後に利用することがなくなった情報を速やかに消
去することも考えられる。）

③ 法第24条の４の秘密を守る義務の対象 → 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他従業者
は、正当な理由がある場合でなければ、比較対象労働者の待遇等に関する情報を他に漏らしてはな
らない。



行政ＡＤＲ

対象となる紛争とは

例えば・・・
● 派遣先の正社員と全く同じように働いているのに処遇が違う。

● 労使協定書どおりに処遇が決まっていない。

● 派遣先にある食堂や休憩室、更衣室を利用できない。

・法第30条の３（派遣先均等・均衡方式）

・法第30条の４（労使協定方式）

・法第31条の２第２項（雇入れ時の説明）

・法第31条の２第３項（派遣時の説明）

・法第31条の２第４項（派遣労働者から求めがあった

場合の説明）

・法第31条の２第５項（不利益な取扱いの禁止）

派遣元事業主 派遣先
・法第40条第２項（業務の遂行に必要な能力を付

与するための教育訓練の実施）

・法第40条第３項（給食施設、休憩室及び更衣

室の利用の機会の付与）

派遣労働者の同一労働同一賃金に関し、派遣労働者と事業主の間に関するトラブル

の早期解決を図るため、事業主と労働者との間の紛争を裁判をせずに解決する手続き

｢行政ADR（行政による裁判外紛争解決手続）｣を整備。

具体的には①都道府県労働局長による紛争解決の援助（助言・指導・勧告）と

②調停会議による調停・調停案の作成・受諾勧告の２つがある。

４ その他の留意点


